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令和６(2024)年みよし市教育委員会 第２回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

欠 席 委 員 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

令和６(2024)年２月１５日（木）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１・６０２会議室 

 

教育長：増 岡 潤一郎   教育長職務代理者：近 藤 憲 司 

委 員：清 水 素 子   委 員：岡 本 智 則 

 

委 員：加 藤 知 子 

 

教育部長：冨田泰隆、教育部参事：新美貴宏、教育部次長兼学校教育課長：

木戸貴秀、教育部副参事兼学校教育課主幹：鈴木克弥、学校給食センター

所長：伊藤益好、スポーツ課長：林 幸男、生涯学習推進課長兼中央図書

館長：二子石 勝、歴史民俗資料館長：橋本慎一郎、 

 

学校教育課副主幹：西世古貴志、学校教育課主査：溝口 洋 

 

１人 

 

  教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会

会議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。 

 また、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６

条第１項の規定に基づき、学校教育課西世古副主幹と溝口主査にお願いし

ます。 

 なお、本日の会議につきまして、加藤教育員より事前に欠席の届出があ

りましたので、報告します。 

 傍聴の申出があり、許可しましたので、報告させていただきます。 

 

日程１、令和６年みよし市教育委員会第２回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告 

教育委員会第１回定例会以後、本日までに出席しました行事等につきま

しては、お配りしました一覧表の通りです。年度末に入りまして、裏面の

２月６日の医療的ケア運営協議会、さらには今週に入って２月１３日のみ

よし市特別支援教育連携協議会、同じく第２回みよし市いじめ・不登校対

策推進協議会など１年間のまとめ等さらには次年度の展望に向けての会議

が開催されました。来年度より良い教育行政が行われるよう市民の皆さん

からご意見をいただいていますので、また御披露していきます。以上です。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 第１回定例会の会議録について、要点説明をお願いします。 
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録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第１号

（令和６年

度教育行政

方針につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第１回定例会会議録の要点説明】 

 

会議録につきまして、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委 

員会会議規則第１６条第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員 

は、挙手をお願いします。 

 

【挙手全員】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま

す。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

日程４、議事に入ります。 

 

議案第１号の説明をお願いします。 

 

令和６年議案第１号、令和６年度教育行政方針について、１ページをご

覧ください。この案を提出するのは、令和６年度における教育行政方針を

決定するため必要があるからであります。 

別添資料をご覧ください。本市の教育行政の推進につきましては、みよ

し市教育振興基本計画「みよし教育プラン」に基づき、教育関係機関、関

係者と力を合わせ、計画の着実な実行と本市の教育のさらなる充実に取り

組んでまいります。 

また、令和６年度は、市において(仮称)みよし市こども計画が策定され

る予定で、市教育委員会においても次期みよし市教育振興基本計画策定の

準備を行ってまいります。 

令和６年度における教育行政方針は、１ページ次代を担う子どもをみん

なで大切に育てる「学校教育の振興」、４ページ生涯にわたって学び続け

る市民を応援する「生涯学習の振興」、７ページ「ふるさとみよし」を創

る市民を育てるの３つを柱とします。 

１ページ次代を担う子どもをみんなで大切に育てる「学校教育の振興」

では、次の５点に力を入れてまいります。次代を担う子どもの育成のため、

１楽しい学校、行きたくなる学校づくりを進め、学校がどの子にとっても

安心でき、活躍できる場所となるよう２多様性を認め、誰もが活躍できる
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教 育 長 

 

岡 本 委 員 

 

 

学 校 教 育 

課 長 

 

 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

 

 

 

 

 

 

学校・場づくりを進めてまいります。また、子どもが安全に、そして安心

して学校生活を送れるよう、３学習環境の整備を図り、ギガスクール構想

や部活動の地域移行など、４今日的課題への対応に取り組んでまいりま

す。５地域と共に育てるでは、地域学校協働活動を推進し、学校を核とし

た地域づくりを進めてまいります。 

４ページ生涯にわたって学び続ける市民を応援する「生涯学習の振興」

では、次の２点に取り組んでまいります。１文化・芸術の振興では、サン

ライブを拠点施設として、第３次みよし市生涯学習推進基本計画に基づ

き、(１)文化・芸術活動によるまちの活性化、(２)生涯学習講座の充実、

(３)図書館サービスの推進、(４)郷土の歴史・文化財・伝統文化の保存と

活用に取り組んでまいります。２生涯スポーツの振興では、みよし市スポ

ーツ推進計画に基づき、(１)行うスポーツの推進、(２)観るスポーツ・支

えるスポーツの推進、(３)スポーツ環境の整備と交流・連携の促進に取り

組んでまいります。 

７ページ「ふるさとみよし」を創る市民を育てるでは、次の２点に取り

組んでまいります。みよしの良さを知り、みよしの未来を創造する市民を

育てるために、１ふるさと学習の推進を行い、２人と人との出会いを生み

出す場づくりを進めてまいります。 

おわりに、学校や子どもたち、市民がそれぞれの夢の実現に向け、自分

らしく挑戦していくことができるよう、関係機関・関係者が一層の連携を

図り、全力で教育施策の実現に取り組んでいくとしています。以上です。 

 

議案第１号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

確認ですが、来年度学校運営協議会が設置されることになっていますが、

その内容を教育行政方針の中に入れ込んだほうが良いと思います。 

 

御意見ありがとうございます。地域学校協働活動と学校運営協議会は関

連があり、また、学校運営協議会は今年度中に各学校で整理され、新年度

立ち上がるところでもあります。学校教育の振興の中で５番目の地域と共

に育てるのところに地域学校協働活動が出てまいりますので、こちらに学

校運営協議会のことを追加させていただきます。 

 

「ふるさとみよし」を創る市民を育てるのところで、古窯群とか福谷城

とか出てくるのですが、副読本「みよし」を編纂し、のところが少し弱い

と思います。基本的には市の総合計画のところで住みたいと感じるのは郷

土意識を育てることが重要で、この一番大事なところがふるさと学習に関

わるところだと思います。実は私は資料館の改築に伴う委員会に出席して

おりまして、いろんな所を見させてもらって感じることは、ふるさとを大

事にする地域は、ふるさと学習にすごく力を入れているということです。

市の中でふるさと学習をやろうとして取り組めるところは市長部局ではな

く、教育委員会のここの部分しか無いのかなと思いますので、もう少し詳
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議案第２号

（教育予算、

その他議会

の議決を経

るべき議案

に関する意

見の申出に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

学 校 教 育 

課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しく記載していただきたいと思います。 

 

御意見ありがとうございました。今頂いた御意見を踏まえまして、「ふる

さとみよし」を創る市民を育てるところにもう少し印象に残るような言葉

にさせていただきたいと思います。 

修正につきましてはできればこちらにお任せいただいたいと思います。 

 

よろしくお願いします。 

 

 

他によろしいでしょうか。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第１号令和６年度教育行政方針について、原

案を部分修正したところはございますが、可決することに賛成の委員の挙

手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

議案第２号の説明をお願いします。 

 

資料３ページをご覧ください。 

議案第２号 教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見

の申出について、この案を提出するのは、ここに掲載されております１か

ら５までの５つの議案を、令和６年第１回みよし市議会定例会に上程する

にあたり、意見を求めたいからです。 

私の方からは、１から３までについて内容を順に説明させていただきま

す。 

最初は、資料４ページ、みよし市特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償支給に関する条例の一部を改正する条例です。この条例は、非

常勤特別職の報酬の額等を定めた条例ですが、現在、市内の小中学校で順

次設置されている学校運営協議会に関して、報酬の額を規定するものです。 

現在は、学校運営協議会設置要綱に基づいて謝礼をお支払いしています

が、後で議案第３号として説明させていただきますが、学校運営協議会規

則を制定するのに合わせて、報酬をお支払いするように変更するものです。 

報酬の額は、本市の審議会等の委員の単価として一般的な日額７，００

０円です。５ページが提案説明書、６ページが改正文、７ページが新旧対

照表ですので、参考にしてください。施行期日は令和６年４月１日です。 

続きまして８ページ、みよし市立学校施設の利用に関する条例の一部を
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教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正する条例です。この条例は、小中学校の運動場や体育館を一般に開放

する際の利用方法等を定めた条例で、今回、小学校の体育館に空調機が設

置されましたので、利用料の規定を新たに追加しております。 

時間当たり１，９００円としておりますが、空調機を稼働させたときに

係る経費から算出したものです。 

施行期日は、令和６年４月１日です。９ページが提案説明書、１０ペー

ジが改正文、１１ページが新旧対照表です。 

なお、今回設置された学校が、天王、三吉、三好丘、緑丘の４校ですの

で、備考として補足規定を設けております。 

続いて、１２ページ、みよし市少人数学級編成の実施に係る任期付市費

負担教員の任用、給与等に関する条例の一部を改正する条例です。この条

例は、市独自に小中学校の全学年で３５人学級を実施するために必要とな

る任期付市費負担教員の任用、給与等に関して規定したものです。 

先ほど、教育行政方針の中でも触れられていましたが、来年度から、さ

らにきめ細やかな指導のために小学校１、２年生を対象に、１学級の児童

数が３０人を超える学年に１人ずつ学年担任を市独自に増員します。この

ために必要な改正を行うものです。 

参考に掲載しました表をごらんください。このうち、中部小学校の１年

生では、児童数が６９人ですので、３５人学級編成で２クラスとなります

が、３０人を基準とした場合では、３クラスになります。この場合に、実

際にはクラス編成は２クラスのままとしますが、教員を１人増員して、３

人で１学年の指導にあたる運用を行っていくこととしていきます。 

１５ページの新旧対照表をご覧ください。現行の条例では、下線部分で、

「少人数学級編成を実施するために」という条例の趣旨が規定されていま

すが、３０人を基準とした教員数を配置しますが、実際に児童３０人の学

級編成を行うわけではないため、このままではそぐわないことから、少人

数学級編成の実施という部分を、条例の題名と第１条から削り整理をしま

す。 

施行期日は令和６年４月１日です。私からの説明は以上です。 

 

続きまして、私からは補正予算と当初予算について御説明いたします。

最初に（４）令和５年度みよし市一般会計３月補正予算(教育費)について

説明させていただきます。別添資料は１ページから６ページになります。 

１ページは、令和５年度３月補正予算総括表(教育費)であります。 

款１０教育費の補正前の予算額は、４８億２千５７５万３千円で、今回

の補正で２億５２１万９千円を増額し、補正後の予算額は５０億３千９７

万２千円となります。 

項１の教育総務費から項７の学校給食費までの各事業について、今年度

実施した事業の事業費の確定又は実績見込みによる不用額の減額補正、補

助金額の確定による財源更生、基金については利子額確定及び基金の積立

に伴う補正を行います。 

増額補正を行う基金の積立は、笑顔輝く子ども基金５億２３９万６千円、
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奨学基金４０４万６千円、文化振興基金７１１万９千円であります。 

資料２ページから３ページに事業別一覧を、資料４ページから６ページ

のその他事業一覧をご確認ください。 

（５）令和６年度みよし市一般会計予算（教育費）について、説明させ

ていただきます。別添資料は７ページから８４ページになります。 

資料７ページは、令和６年度当初予算総括表(教育費)であります。 

款１０教育費の令和６年度の当初予算額は４６億２千１３３万４千円

で、前年度比マイナス１．５％、７千１１７万１千円の減となります。 

事業の内容については、８ページ以降の概要書をご確認ください。主な

新規事業・拡充事業について簡単に説明させていただきます。 

資料８ページをお願いします。放課後児童健全育成事業、就労等の理由

で昼間に保護者がいない家庭の小学１年生から６年生までの児童を対象

に、小学校の余裕教室等を利用して放課後児童クラブを開設します。 

予算の増額理由は、利用が増加している夏季教室を１教室増設すること、

民間児童クラブへの運営費補助金について実態に合わせて単価を見直し、

補助金額が増額したことによるものです。 

資料１０ページをお願いします。みよし市教育振興基本計画推進事業、

みよし市教育振興基本計画推進委員会を設置し、令和６、７年度の２年間

で令和８年３月の教育振興基本計画改定版の作成に向け、検討作業を実施

してまいります。 

資料１２ページをお願いします。教育施策推進事業、拡充となる学校運

営協議会委員報酬は、令和６年度から市内全小中学校で設置される学校運

営協議会委員に謝礼を支払うためのものです。  

資料２０ページをお願いします。みよし市教育センター事業、臨床心理

士の資格を有する専門相談員や、市のスクールカウンセラーを配置し、不

安を抱える児童生徒及び保護者のカウンセリング、教職員との連携を図り

ます。 

新規事業として、教育センターの白蟻防除及び床等の復旧工事を行いま

す。 

資料２１、２２ページをお願いします。教育支援事業、新しく就学する

幼児を対象とした知能検査の実施、hyper-ＱＵ検査、豊田特別支援学校へ

の協力金が主な内容です。また、医療的ケア児に対し看護師の配置等、適

切な支援を実施するための支援体制を整備します。 

新規事業として、フリースクール等を利用する児童生徒の保護者を支援

するために、市外のフリースクールに通学するための交通費の補助を行い

ます。 

 ２３ページ授業支援事業、外国語を理解し、外国語で積極的にコミュニ

ケーションを図ろうとする姿勢を育て、国際理解を深めることを目的とし、

外国語指導助手を派遣します。 

新規事業として、小中学校の運動会や体育祭の熱中症対策として、テン

ト設営の業務委託を行います。 

２５、２６ページ小学校管理運営事業、この事業は、小学校の学習環境
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を整備するため、施設等の維持管理、備品等の整備、校務用コンピュータ

機器及び学習用コンピュータ機器の維持管理、学習教材の整備等を行うも

のです。 

令和６年度は、校務用の学校ネットワークシステムが更新となりますの

で、これに併せて校務系と学習系のネットワークを統合し利便性向上を図

るとともに、校務用コンピュータに Webカメラを新規に購入し、顔認証に

よるセキュリティ強化を図ります。ネットワークの統合によりデータ通信

の容量を増強するため、光回線を新規に設置してまいります。 

２６ページの委託料のセキュリティポリシー改定業務委託、校務用コン

ピュータアップグレード業務委託は、いずれも校務システムの更新に併せ

て実施が必要となるものです。 

また、拡充についても、学習用システム、校務用システムそれぞれの機

能維持と安定稼働のために実施するものと、学校運営に必要なオージオメ

ータなどの備品を整備するものです。 

２７ページ小学校就学援助事業、経済的理由により、就学困難と認めら

れる児童の保護者に対して、学用品費、修学旅行費等の必要な援助をする

ことで、保護者の経済的負担を軽減します。なお、減額の理由は、給食費

無償事業に伴うものです。 

２９ページ小学校教科書・指導書・副読本等購入事業、教材研究を充実

させ、授業づくりに取り組む環境を整えるために、教師用の教科書や指導

書、補助教材を購入します。 

拡充事業として、教師用指導書が増額しているのは、教科書の改訂年度

に当たるためです。また、３、４年生社会科の副読本「みよし」のデジタ

ル化に向けた編集業務委託を行います。 

３１，３２ページ小学校施設整備事業、小学校施設の老朽化対策等とし

て必要な改修工事を実施し、快適な学習環境を整備するものです。 

主な執行経費のうち新規のものについて、３２ページをご覧ください。 

(１)市内６小学校電気工作物等改修事業は、中部、北部、南部、三好丘、

緑丘、黒笹小学校の経年劣化した受変電設備等の改修と照明器具の LED化

を進めるためのものです。 

(２)市内４小学校屋内運動場空調機設置事業は、昨年度に続き、中部、

北部、南部、黒笹の各小学校の屋内運動場に空調機を設置するものです。 

(３)市内５小学校ＦＦ式暖房機撤去事業は、教室内に設置したままにな

っている床置き型のファンヒーターを撤去します。 

(４)中部小学校駐車場整備工事は、北門の外側にある学校菜園を駐車場

に転用します。 

(５)北部小学校防犯設備改修事業は、防犯カメラ設備の不具合を解消す

るものです。 

(６)天王小学校北側緑地防草シート設置事業は、緑地の適正管理のため

に防草シートを施行します。 

(７)三好丘小学校教室棟防水改修事業は、教室棟の防水箇所の修繕工事

を実施するものです。 
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３４、３５ページをお願いします。中学校管理運営事業、この事業は、

小学校と同じく、中学校施設を維持管理し学習環境を整えるものです。 

３６ページ中学校就学援助事業、予算額減の理由は、給食費無償事業に

よるものです。 

３８ページ中学校部活動支援事業、部活動の地域移行に向けて、外部指

導者等への報償費を拡充します。新規事業の部活動指導移行業務委託は、

吹奏楽部と文化部の活動に関する指導を依頼するものです。 

４０ページ友好都市中学生派遣事業、友好都市であるコロンバス市へ代

表中学生を派遣し、教室ではできない生きた体験の機会を設定し、国際交

流、地域間交流を推進します。コロナ禍前と同様の１６人を８月下旬に８

泊１０日で派遣します。 

４１、４２ページ中学校施設整備事業、中学校施設の老朽化対策等とし

て必要な改修工事を行い、快適な学習環境を整備するものです。 

主な執行経費のうち新規のものについて、４２ページをご覧ください。 

(１)南中学校大規模改修(２期)事業は、令和５年度からの継続工事です

が、特別教室棟、技術科棟、武道場の改修工事と特別教室棟の増築工事を

実施します。 

(２)南中学校大規模改修(３期)事業は、屋内運動場、プール、弓道場、

グラウンド、外構部分の大規模改修工事の設計をします。 

(３)市内３中学校電気工作物等改修事業は、三好中・北中・三好丘中の

経年劣化した受変電設備等の改修と照明器具の LED化を進めるためのもの

です。 

(４)市内２中学校フリースクール空調機設置事業は、三好中・三好丘中

の校内フリースクールとして使用する教室に空調機を設置する工事の設計

をします。 

(５)三好中学校消火設備改修事業は、消火ポンプ等の消火設備の経年劣

化による不具合を解消するものです。 

(６)南中学校プールろ過取替事業は、経年劣化による漏水等の不具合を

解消するためのものです。 

(７)三好丘中学校放送設備取替事業は、経年劣化による放送設備とチャ

イム設備の不具合を解消するため、改修を実施するものです。 

４５ページ２０歳の集い事業、令和４年度から２０歳の集いと名称を変

更して開催しており、令和７年１月１２日日曜日に次回開催を予定してい

ます。なお、次回から１部制で開催いたします。 

４６ページ地域学校活動推進事業、前年度は家庭教育地域活動推進事業

として家庭教育費に位置付けられていた事業を見直し、青少年教育に関す

る事業を地域学校活動推進事業として分離しました。 

内容は、地域学校協働活動、放課後こども教室開催事業、みよし未来塾

推進事業を行うものです。地域学校協働活動は１２校での実施を予定し、

推進員への報償費や活動に参加するボランティアへの保険料を拡充、また、

放課後こども教室も２校から８校に拡充します。 

４７、４８地区公民館運営費・文化活動補助事業、この事業は、地区公
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民館の管理運営に必要な光熱水費や修繕費等の一部を補助することによ

り、地区の生涯学習施設でもある公民館の維持管理の支援と地域で生涯学

習活動を行っている団体に対して、活動支援の補助を実施しています。 

地区公民館管理運営事業補助金については、明知下・三好丘緑の各行政

区からの要望に基づき、修繕を実施する工事費を補助します。 

５６ページ資料館施設管理事業、この事業は、来館者が快適かつ安全に

館内を見学し、地域の歴史や伝統文化について学習できるよう、資料館を

適正に維持管理するものです。 

新規事業は、現在、故障により稼働していない空調設備を更新するため

のものです。 

６０、６１ページ勤労文化会館等維持管理事業、この事業は、勤労文化

会館及びふるさと会館を指定管理により適正に管理するものです。 

修繕費のうち、スプリンクラー設備修繕については、消防設備点検でス

プリンクラーに関わる装置が耐用年数から１０年以上経過し、漏水や腐食

していることで消火活動に支障があることが判明したため、修繕を行いま

す。 

音響反射板修繕ついては、大ホールの側面音響反射板開閉部が、耐力不

足により舞台袖壁との隙間が閉じられない状態のため、両側の音響反射板

の開閉部を補強する修繕を行います。 

６２、６３ページ芸術文化合唱推進事業、新規事業といたしまして、市

民合唱交流会に楽器演奏を加え、市内で合唱や楽器演奏活動している方達

に出演してもらい、出演する側と観客両方の市民が音楽を楽しむ交流の場

みよし音楽祭を開催し、音楽全体の振興と育成を図ってまいります。 

６４、６５ページみよし悠学カレッジ講座運営事業、この事業は、住民

ニーズや社会情勢に対応した生涯学習講座を、サンライブ及びおかよし交

流センターを拠点として、春夏講座、秋冬講座、新春講座の年３回に分け

て開催します。 

６７ページ友好都市小学生スポーツ交流事業、この事業は友好都市国内

交流の一環として、士別市の小学生と野球、サッカー、バスケットボール

競技を通じて交流を行うものです。 

７０、７１ページ体育施設管理運営事業、三好公園内の運動施設、その

他市内の体育施設などの維持管理を行うものです。 

新規予算では、旭グラウンド照明設備の老朽化によるコインタイマー盤

修繕工事と、総合体育館トレーニングルームのアジャスタブルベンチとエ

アロバイクの２つの機器の更新、窓口業務の効率化と現金の適正管理のた

め、きたよし地区公園管理事務所に券売機を整備してまいります。 

７２、７３ページみよし市スポーツ大会等開催事業、子どもから高齢者、

障がい者まで市民の誰もが気軽にスポーツに触れ合うことができる、みよ

しスポーツ祭、マラソン駅伝大会など様々なスポーツイベントを開催して

まいります。 

新規事業として小学校課外活動の地域移行によりこれまで実施してきた

小学校球技大会の廃止に伴い、代替えのバスケットボール大会をスポーツ



 会‐10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

協会の協力のもと開催してまいります。 

また、市民にウインタースポーツに触れる機会を提供するため、木曽町

からみよし市の小中学生に贈呈されるスキー場無料リフト券を有効に活用

するため、小中学生のご家族が購入するリフト券の一部助成を行うととも

に、木曽町のスキー場へ日帰りバスツアーを開催いたします。 

７６ページをお願いします。カヌー競技推進事業、現在、市が所管する

任意団体のみよし市カヌー協会は、カヌー関係者によるカヌー協会の更な

る発展のため、本年度中に法人格を取得して活動していく予定で進めてい

ます。 

令和６年度は、これまで協会に交付してきました補助金は、補助対象経

費を見直して交付します。これまで市が購入整備してきましたカヌー艇な

どの備品は、法人化後はカヌー協会が購入していくため購入費に対し補助

率を定めて補助していきます。そして、現在、市が保有しているカヌー艇

などの備品は市からカヌー協会へ移管いたします。 

なお、三好池カヌーセンター、保田ケ池カヌーポロ管理事務所、三好池

カヌー競技場、保田ケ池カヌーポロ競技場の施設については引き続き市が

管理を行ってまいります。 

７８ページをお願いします。学校給食運営事業、事業概要は、給食セン

ター運営委員会の開催、衛生管理のための、給食の食材、食器、調理器具

等の検査、職員の腸内細菌検査の定期的な実施です。 

新規の内容は、財政援助団体であるみよし市給食協会が、一般財団法人

として法人格を取得するための出資で、法人登記は、令和７年４月を予定

しています。 

７９、８０ページ給食センター維持管理事業、事業概要は、給食センタ

ーの施設及び設備の維持管理です。 

新規の内容は、１つ目は、調理場内手洗い設備更新工事です。 

手洗い設備は設置から２０年以上経過し、修理部品はすでに廃番となっ

ており、修繕対応できないため更新します。更新に合わせ、衛生基準に沿

った温水対応のものを設置します。 

２つ目は、蒸気回転釜の更新です。こちらも設置から２０年以上経過し、

稼働不能となった場合、給食提供に支障を来たすので更新します。 

８２ページ給食調理等委託事業、事業概要は、給食の食材調達から調理、

配缶、食器等の洗浄、消毒、保管までの業務を、みよし市給食協会に委託

し実施しています。 

物価高騰に対応するため、１食あたり小学校中学校ともに１０円増額し、

小学校は３００円、中学校は３４０円を計上しています。 

保護者負担については、子育て支援のため給食費の無償化を行います。 

８４ページその他事業一覧については、人件費や基金などの事務的予算

と１００万円以下の小規模事業であります。以上です。 

 

議案第２号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 



 会‐11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

学 校 教 育 

課 長 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

学 校 教 育 

課 長 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

 

歴 史 民 俗 

資 料 館 長 

 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

歴 史 民 俗 

資 料 館 長 

 

教 育 部 長 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

２３ページの地区テントの設営で、予算が４０５万円で学校名は書いて

ありませんが、申し込み順に割り振って、足りなかったらどうされますか。 

 

予算化するにあたり、１２校が持っているテントの数を調査し、実際に

不足する台数を把握して算定しています。現状ではこの予算額で足りると

見込んでいます。 

 

３５ページ、タブレット賃借料２千１０２万７千円とありますが、何台

分ですか。 

 

生徒の人数分と教員の分の総額となっています。 

 

 

年間の賃借料としては安く感じましたので質問させていただきました。 

 

 

５５ページで、埋蔵文化財の業務委託で緊急調査が５６１万円計上され

ていますが、足りていますか。文化財保護委員の時に足りないような話だ

ったと思いますので、お聞きします。 

 

件数については、予測できない部分はあるのですが、時期をずらすなど

この予算で足りるよう執行します。緊急性があれば、開発者負担の方法も

ありますので、不足しないよう実施してまいります。 

 

足りなかった場合は、補正予算で対応するのですか。 

 

 

工期が読めない部分もありますので、状況に応じて補正対応か開発者負

担か検討して実施いたします。 

 

補正につきましては、必要であれば対応していきます。 

 

他はよろしいでしょうか。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２号教育予算、その他議会の議決を経るべ

き議案に関する意見の申出について、原案を可決することに賛成の委員の

挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 
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課 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

職務代理者 

 

 

教育部参事 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

挙手全員です。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

 議案第３号の説明をお願いします。 

  

 資料１７ページをご覧ください。議案第３号みよし市学校運営協議会規

則について、この案を提出するのは、学校運営協議会の設置に関し新たに

規則を制定するため必要があるからです。 

 学校運営協議会については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４７条の５にもとづき、教育委員会規則で定めることとなっております。 

 内容は、国の示す標準的な規則例に沿った規定となっています。なお、

第２条の設置に関しては、規則例では、複数の学校に１つの協議会設置の

例もありましたが、本市では、一つの学校に１つの協議会を設置という考

えとしています。また、第８条任期についても複数年を規定することも可

能ですが、年度毎に任命する運用をしてまいります。 

 施行期日は、令和６年４月１日です。 

 １９ページから制定文の全文がございますので、参照してください。  

以上、説明といたします。 

 

 議案第３号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 １８ページ、内容３の（２）協議会は、対象学校の職員の採用その他の

任用に関する事項について教育委員会に対して意見を述べることができる

とありますが、どの辺のレベルを想定しているのですか。 

 

 具体的な基準はないのですが、個人に対する任用はできないと思ってい

ます。学校運営に関し必要な場合に限り任用に関し必要な意見を述べるこ

とはできると思っています。 

 

 例えば、スポーツに力を入れたいのでそのための加配をしたいとか、子

供たちに外国人出身者が多いのでそれに関わる職員の派遣要望などが考え

られます。 

 

 他にありますか。 

 

 【質疑なし】 

 

 質疑ありませんので、議案第３号みよし市学校運営協議会規則について、

原案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 
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 議案第４号の説明をお願いします。 

 

 資料２３ページをご覧ください。議案第４号みよし市少人数学級編成の

実施に係る任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正につい

て、この案を提出するのは、みよし市立小中学校において多様な少人数学

級指導の形に対応するため市費負担教員を任用する必要があるからです。 

 先ほどの条例改正と同様の理由により、字句の整理をするものです。 

 ２６ページの新旧対照表をご覧ください。題名及び第１条について、条

例に合わせて少人数学級編成の字句を削除します。 

 施行期日は、令和６年４月１日です。以上、説明といたします。 

 

 議案第４号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 質疑ありませんので、議案第４号みよし市少人数学級編成の実施に係る

任期付市費負担教員の給与等に関する規則の一部改正について、原案を可

決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

 【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 

 議案第５号の説明をお願いします。 

 

 資料２７ページをご覧ください。議案第５号みよし市奨学金の支給に関

する規則の一部改正について、この案を提出するのは、奨学金の申請を電

子化するため様式の見直しを行う必要があるからです。 

 改正内容については、２点あります。１つ目が様式の簡素化で、申請書

に添えて提出することになっていた履歴書は申請書の中に記載項目を追加

することにより廃止とします。２つ目が、添付書類の省略規定の追加です。

世帯の住民票や所得に関する情報については、公募等により確認が可能な

ため、省略することができることとします。 

 施行期日は、令和６年３月１日です。 

 ２９ページからが改正文、３２ページからが新旧対照表です。３２ペー

ジ、第３条で、原稿では履歴書となっていますが、これを削っています。

また、新規で、第６号として、これまで運用で提出を求めていた世帯全員

の所得照明について明記するとともに、第７号でその他教育委員会から提

出を求められた書類を追記しました。さらに、第２項として、公募によっ

て確認できる場合の書類の省略について新たに規定します。３３ページが

申請書ですが、左側の改正後に履歴の項目を追加しましたので、３４ペー

ジの右側にある原稿の履歴書を廃止します。以上、説明とさせていただき
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ます。 

 

 議案第５号みよし市奨学金の支給に関する規則の一部改正について、質

疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 質疑ありませんので、議案第５号について、原案を可決することに賛成

の委員の挙手を求めます。 

 

 【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、議案第５は原案のとおり可決されました。 

 

日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協議及び報告を

お願いします。 

 ３月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 

 令和６年３月の行事予定は、資料３６ページから３８ページのとおりで

す。 

 教育委員の皆さまにご案内させていただく行事といたしましては、６日

水曜日中学校卒業式、１９日火曜日小学校卒業式、２６日火曜日教育委員

協議会及び第３回教育委員会定例会、２９日金曜日第１回教育委員会臨時

会及び退職辞令伝達式及び褒章・表彰授与式であります。それぞれご案内

いたしますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 続きまして学校教育課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

資料３９ページをお願いします。まず、審査承諾をした後援等申請の報

告について報告させていただきます。 

審査承諾をした後援等申請は、過去に後援等の実績のある事業が７件、

新たに後援等の申請があった事業はありませんでした。 

順番に説明させていただきます。 

７９ 発見 たんけん みよし市版 小学生のためのお仕事ノート、申

請者は株式会社中広、期間が令和６年２月２９日から令和７年３月３１日

で、配布先が市内小学校です。内容ですが、みよし市内の小学校３・４年

生を対象としてキャリア教育をサポートするため、副読本を発行・配付す

るものとなっています。  
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続きまして、８０ FDG CHAMPIONSHIP in MIYOSHI、申請者が一般社団

法人 フィールドディスカバリー協会、 開催日が令和６年３月１７日会  

場がカネヨシプレイスです。 内容は、配られた地図と専用スマホアプリを

頼りに、歴史文化遺産に設定されたディスカバリースポットを巡り、制限

時間内に得られたスコアで順位を競うアウトドア・eスポーツの開催です。 

続いて、８１ 講演会＆ワークショップ７ｶ国語で話そう。「多言語のす

すめ」、申請者が一般財団法人言語交流研究所 ヒッポファミリークラブ、 

開催日が令和６年３月２０日から４月２８日、会場がカネヨシプレイス等、

内容が多言語活動についての講演会の開催です。 

続いて、８２ 愛知文教大学 学び合う学び研究所セミナー、申請者が

愛知文教大学学び合う学び研究所、 開催日が令和６年４月２０日から令和

７年２月１５日の中で２０回開催、会場は愛知文教大学教室です。内容は

義務教育学校の先生等が授業づくりや学校づくりを学び合うセミナーの開

催です。 

続いて、８３ ヒューマンアカデミーロボット教室無料体験会、申請者

がヒューマンアカデミー名古屋事務局、開催日が令和６年２月９日から３

月３０日、会場がサンライブ、おかよし交流センター等です。内容ですが

小学生対象に一人一体ブロックキットを使った、プログラミングの講座と

なっています。 

続いて、８４ こどもの未来応援講座、申請者が一般社団法人おやこラ

ボ、開催日が令和６年３月１３日から２８日、会場がみよし市立福祉セン

ターです。内容ですが子育て中のママ・パパに対する子育て講座の開催と

なっています。 

続いて、８５ サンサン ワールドツアー、申請者がみよしコロンバス

友好協会、開催日が令和６年１１月１０日から１１月２６日、会場がサン

ライブ１階ギャラリー、内容が友好都市コロンバス市との交流や取り組み

の内容を紹介する写真展の開催です。 

続いて、資料４１ページ 令和５年度みよし未来塾の実績報告です。 

冬休みの期間に３日間開催したところ、２９人の申込があり、２４人の

生徒が参加しました。アンケートに答えてくれた子は総じて「来てよかっ

た」との意見をいただいております。来年度に向けては、参加人数が増え

るような工夫ができるとよいと思っております。 

続いて、４４ページをお願いします。 

令和５年度みよし市教育委員会褒章者の一覧です。 

感謝状は４人、校長、教頭等での退職者２人、教職経験３０年以上で、

かつ、本市在職期間が１０年以上の退職者２人です。 

次ページは、皆勤賞で、６か年皆勤の５人、次ページは９か年皆勤の１

人です。 

続いて、４７ページから小学生の賞状受賞者です。賞状は、県大会の規

模では優勝、東海大会の規模では３位以上、全国大会規模では入賞、国際

大会規模では出場が基準となっており、こちらに掲載の３９人が該当しま

した。 
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また、５３ページからは、同じく賞状の中学生４１人でした。 

詳細については、資料でご確認ください。 

続いて、５９ページ、報告第２号専決処分の報告についてです。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により、令和６年１月１８日付けで

専決処分を行いましたので、同条の規定により報告するものです。 

資料６１ページが専決処分書です。 

処分事項が工事変更請負契約の締結です。工事名が南中学校大規模改修

（２期）建築工事です。契約金額は、変更前が５億４９０万円、      

変更後が５億１千２８８万６千円で、差し引き７９８万６千円の増額です。 

主な変更箇所は９つありまして、１つ目が消防署からの指導により、救

助袋、誘導標式を追加するものです。２つ目が、特別教室棟の増築に干渉

する樹木３本あったのでその撤去です。３つ目が、杭の打設で発生した残

土を埋め戻し等に再利用して、搬出処分費の減。４つ目が、増築する箇所

の地中に産業廃棄物が混入していたための処分費の追加です。５つ目が、

特別教室棟の屋上部分にあった既存の防水層の状態が良好だったことによ

り撤去せずに防水加工を施工する方法に変更したものです。６つ目が、特

別教室棟の外壁の補修箇所の増加です。７つ目が、技術科棟の外壁の補修

箇所の増加です。８つ目が、武道場の外壁の補修箇所の増加です。９つ目

が、武道場の男子更衣室、器具庫の扉について部品の交換から扉の交換に

変更したこと、以上となります。 

 

６２ページを御覧ください。卒業期並びに学年末・学年始め休業中にお

ける児童生徒の指導等について説明させていただきます。こちらにつきま

しては、特に重点をおいて学校へ通知することについて、下線が引いてあ

ります。１の（３）をご覧ください。重点をおいた中でも（３） のアの 「（イ）

長期欠席児童生徒や不登校傾向のある児童生徒等については、家庭や相談

機関との連絡を密にして、その生活や心身の状況の把握に努め、心のケア

をするなど、組織的に切れ目なく適切な指導、助言、支援を行う。」と記載

しました。年度の変わり目は、新年度に向けて児童生徒や保護者の精神面

は、期待や不安が高まり、不安定になる時期ととらえています。年度初め

への不安を軽減し、前向きに迎えられるように、学校内、学校間での引継

ぎはもちろん、家庭や専門機関との連携を密にしていくことをお願いしま

す。 

続きましてイ 強い心理的負担を受けた場合の対処方法の指導と相談先

の周知についてです。相談窓口を一覧にまとめた案内を春休みの前に全て

の児童生徒へ配付し、相談窓口を周知します。また、絆メールでも同様の

案内を保護者に周知します。 

６４ページを御覧ください。オ 携帯電話、スマートフォン等を使用す

る際のルール等の指導の徹底につきまして、多くの児童生徒が携帯電話や

スマートフォンを使用している現在、トラブルに巻き込まれないか大変心

配しているところです。学校ではタブレットを活用した学習を行っており、

その都度、適切な使用方法を指導していますが、春休みを健全に過ごすこ
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とができるように、繰り返し適切な使用について指導を行っていきます。 

以上説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

  

私から１点お願いを申し上げます。教育委員会褒賞のところで、感謝状

のメンバーがございましたが、その中で退職者が３名ありました。この情

報は報道発表が３月３０日の日刊になる予定ですので、それまでは、外に

漏れてはいけない情報でございますので、ご承知おきください。 

 

続きまして学校給食センターからの報告事項について説明をお願いしま

す。 

 

資料６５ページを御覧ください。予定献立表を毎月児童生徒へ紙媒体で

配布していますが、SDGs推進の観点から４月から紙での配布を終了し、デ

ータ配信に切り替えます。 

今後については、保護者へはきずなメールを利用して毎月２３日前後に

翌月の献立表を配信します。 

児童生徒へは一人一台タブレット端末のアプリに献立表を配信します。 

学校やクラスで掲示が必要な場合は各学校で必要枚数を印刷し利用して

もらいます。説明は以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

続きましてスポーツ課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

６６ページをお願いします。令和６年度みよし市スポーツ教室の開催に

ついてです。 

令和５年度は総合体育館の大規模改修工事で後半が全館閉館となってい

ましたため前期の１回のみの開催でしたが、令和６年度からは前期と後期

の２回で教室を実施してまいります。 

開催する教室は、２ 目的（１）２，３歳児とその親を対象とした幼児

の親子体操教室（２）は４歳児年中さんを対象とした幼児体育教室（３）

は大人を対象とした成人のスポーツ教室の３つの教室を開催します。それ

ぞれ、週１回の１０回開催です。これまでは、５歳児年長さんを対象とし

た幼児体育教室と小学生を対象としたスタンツ教室は、市での実施はとり

やめ、その対象の子どもたちを総合型地域スポーツクラブの三好さんさん

スポーツクラブの体づくり教室に参加を促してまいります。官民連携して



 会‐18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

歴 史 民 俗 

資 料 館 長 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

清 水 委 員 

 

 

 

 

 

 

子どもの体力つくり、運動スポーツのきっかけづくりを進めてまいります。 

４参加資格は、市内在住または在勤、在学、在園の人です。 

５申込方法は、インターネットによるものと申込用紙で受付していきま

す。６申込期限は、３月３１日までです。 

６９ページをお願いします。令和５年度友好都市小学生スポーツ交流受

入事業、みよし市少年スポーツ交流団（野球）名簿です。 

令和６年３月２３日土曜日から３月２５日月曜日まで、士別市の小学生

がスポーツ交流でみよし市に訪れ、野球、ホームステイ、社会見学などを

通じて交流を行います。 

名簿の小学生は市内小学校５年生７人です。野球を行うには人数が足り

ませんが他のみよし市の子どもたちの協力をいただいて試合ができるよう

にしていきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

続きまして、歴史民俗資料館からの報告事項について、説明をお願いし

ます。 

 

 第７回石川家住宅「クイズラリー」について御説明させていただきます。

７０ページを御覧ください。 

 このイベントは、参加者に石川家住宅内をめぐっていただき、クイズを

しながら石川家の特徴や昔の生活様式などに関心を抱いていただくことを

目的に開催するものです。 

 参加者全員に参加賞を、正解に応じて記念品を渡す予定をしています。 

 開催日は３月９日土曜日午後１時３０分からスタートの予定です。以上

説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

 他に報告事項はありますか。 

 

 議案第１号教育行政方針について、次代を担うこどもをみんなで大切に

育てる「学校教育の振興」の２ 多様性を認め、誰もが活躍できる学校・

場づくりのところですが、性に関する記述がありません。自治基本条例検

討ネットワーク会議に委員として出席しているときに、SDGs のところで

LGBTについて付け加えられたのですが、学校に対してもセーラー服ではな

く学生服を好むような女の子もいますし、そういう子に配慮した多様な性

やあり方などの記述を入れるべきではないかと思います。 



 会‐19 

 

 

 

 

 

日 程 ６ 

【閉会宣言】 

教 育 部 長 

 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

事 務 局 

 

 

 出来るだけ、ご指摘いただいた御意見に沿って修正させていただきます。 

 他によろしいですか。 

 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、令和６年みよし市教育委員会第２回定例会を閉会します。 

（午前１１時３５分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回は、令和６年３月２６日火曜日午前１０時から、市役所６階６０１、

６０２会議室におきまして、令和６年第３回定例会を開催いたします。 

 

 


